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議案第７９号 

 

令和４年度掛川市一般会計補正予算（第３号） 

 

  令和４年度掛川市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ236,378千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ51,598,914千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 

 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇   

   



15 国庫支出金 7,584,910 201,647 7,786,557

1 国庫負担金 3,558,580 86,526 3,645,106

2 国庫補助金 3,956,296 115,121 4,071,417

19 繰入金 2,883,831 16,860 2,900,691

1 基金繰入金 2,460,210 16,860 2,477,070

21 諸収入 2,763,223 17,871 2,781,094

4 雑入 1,191,610 17,871 1,209,481

51,362,536 236,378 51,598,914
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計

 千円

項 補正前の額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 補　正　額

 千円

歳　　入　　合　　計



2 総務費 5,897,672 65,317 5,962,989

1 総務管理費 4,954,891 65,317 5,020,208

2 賦課徴収費 547,044 0 547,044

3 民生費 17,432,511 0 17,432,511

2 児童福祉費 9,420,281 0 9,420,281

4 衛生費 5,341,936 121,333 5,463,269

1 保健費 2,814,385 109,586 2,923,971

2 衛生費 283,075 11,747 294,822

6 農林水産業費 1,381,222 1,795 1,383,017

1 農業費 361,589 1,795 363,384

7 商工費 1,456,017 2,800 1,458,817

1 商工費 1,456,017 2,800 1,458,817

8 土木費 5,083,887 23,133 5,107,020

1 土木管理費 282,091 23,133 305,224

2 道路橋梁費 1,603,946 0 1,603,946

9 消防費 1,533,381 0 1,533,381

1 消防費 1,533,381 0 1,533,381

10 教育費 5,930,461 22,000 5,952,461

5 社会教育費 1,046,886 22,000 1,068,886

51,362,536 236,378 51,598,914

項 補正前の額

 千円

補　正　額

歳　　出　　合　　計
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 千円

歳　　出

款 計

 千円



１　総　括  

　　（歳　入）

1 市税 20,744,894 40.4 20,744,894 40.2

2 地方譲与税 571,000 1.1 571,000 1.1

3 利子割交付金 12,000 0.0 12,000 0.0

4 配当割交付金 109,000 0.2 109,000 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 148,000 0.3 148,000 0.3

6 法人事業税交付金 323,000 0.6 323,000 0.6

7 地方消費税交付金 2,722,000 5.3 2,722,000 5.3

8 ゴルフ場利用税交付金 78,000 0.2 78,000 0.2

9 環境性能割交付金 89,000 0.2 89,000 0.2

10 地方特例交付金 150,439 0.3 150,439 0.3

11 地方交付税 3,395,000 6.6 3,395,000 6.6

12 交通安全対策特別交付金 25,000 0.0 25,000 0.0

13 分担金及び負担金 182,349 0.4 182,349 0.4

14 使用料及び手数料 538,077 1.0 538,077 1.0

15 国庫支出金 7,584,910 14.8 201,647 7,786,557 15.1

16 県支出金 3,789,508 7.4 3,789,508 7.3

17 財産収入 68,865 0.1 68,865 0.1

18 寄附金 1,043,640 2.0 1,043,640 2.0

19 繰入金 2,883,831 5.6 16,860 2,900,691 5.6

20 繰越金 30,000 0.1 30,000 0.1

21 諸収入 2,763,223 5.4 17,871 2,781,094 5.4

22 市債 4,110,800 8.0 4,110,800 8.0

 

51,362,536 100.0 236,378 51,598,914 100.0歳　　入　　合　　計

％

款 補正前の額 補　正　額
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歳入歳出補正予算事項別明細書

構成比構成比

％

計

（単位：千円）
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　　（歳　出）

1 議会費 269,978 0.5

2 総務費 5,897,672 11.5 65,317

3 民生費 17,432,511 33.9

4 衛生費 5,341,936 10.4 121,333

5 労働費 1,556,469 3.0

6 農林水産業費 1,381,222 2.7 1,795

7 商工費 1,456,017 2.8 2,800

8 土木費 5,083,887 9.9 23,133

9 消防費 1,533,381 3.0

10 教育費 5,930,461 11.6 22,000

11 災害復旧費 181,596 0.4

12 公債費 5,260,135 10.2

13 予備費 37,271 0.1

51,362,536 100.0 236,378歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額構成比
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％



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

269,978 0.5

5,962,989 11.6 37,114 17,871 10,332

17,432,511 33.8 4,846 △4,846

5,463,269 10.6 121,333

1,556,469 3.0

1,383,017 2.7 1,795

1,458,817 2.8 1,900 900

5,107,020 9.9 24,354 △1,221

1,533,381 3.0 600 △600

5,952,461 11.5 11,500 10,500

181,596 0.3

5,260,135 10.2

37,271 0.1

51,598,914 100.0 201,647 17,871 16,860

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　般　財　源

計

（単位：千円）

構成比

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

- 11 -

％



節

金　　額
補正予算額

１５款　国庫支出金 　１項　国庫負担金

２　歳　入

区　　分
目

感染症予防費国庫 86,5262補正前2 衛生費国庫負担金

140,558 負担金

補正額

86,526

計

227,084

補正前計

3,558,580

補正額

86,526

計

3,645,106

節
目 補正予算額

区　　分 金　　額

１５款　国庫支出金 　２項　国庫補助金

デジタル化推進費 17,4352補正前1 総務費国庫補助金

62,340 国庫補助金

補正額

18,920
行政事務情報化推 1,1225

計
進費国庫補助金

81,260

賦課徴収費国庫補 3636

助金
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（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

86,526新型コロナウイルスワクチン接種体制費負担金

　　既決予算額　137,758　　　補正後予算額　224,284

　　　 224,284×10/10

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

（単位：千円）

17,435デジタル田園都市国家構想推進交付金

　　追加

　　　34,870×1/2

デジタル田園都市国家構想推進交付金 1,122

　　追加

　　　 2,244×1/2

363デジタル田園都市国家構想推進交付金

　　追加

　　　 726×1/2
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　１５款　国庫支出金



節

金　　額
補正予算額

１５款　国庫支出金 　２項　国庫補助金

区　　分
目

子育て力向上事業 2,4234補正前2 民生費国庫補助金

2,585,349 費国庫補助金

補正額

2,423

計

2,587,772

感染症予防費国庫 2,5603補正前3 衛生費国庫補助金

341,980 補助金

補正額

24,557
再生エネルギー推 11,7474

計
進費国庫補助金

366,537

健康づくり推進費 10,2506

国庫補助金

道路橋梁維持費国 3301補正前4 土木費国庫補助金

637,946 庫補助金

補正額

12,936
道路河川管理費国 12,60611

計
庫補助金

650,882
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（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

2,423デジタル田園都市国家構想推進交付金

　　追加

　　　 4,846×1/2

2,560新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

　　既決予算額　253,297　　　補正後予算額　255,857

　　　 255,857×10/10

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 11,747

　　既決予算額　10,000　　　補正後予算額　21,747

　　　21,747×10/10

10,250デジタル田園都市国家構想推進交付金

　　追加

　　　20,500×1/2

330デジタル田園都市国家構想推進交付金

　　追加

　　　 660×1/2

デジタル田園都市国家構想推進交付金 12,606

　　追加

　　　25,212×1/2
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　１５款　国庫支出金



節

金　　額
補正予算額

１５款　国庫支出金 　２項　国庫補助金

区　　分
目

文化財愛護費国庫 10,5008補正前5 教育費国庫補助金

240,491 補助金

補正額

11,500
美術館管理運営費 1,0009

計
国庫補助金

251,991

新型コロナウイル 42,5851補正前6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

88,190交付金 ス感染症対応地方

補正額 創生臨時交付金

42,585

計

130,775

観光案内・宣伝費 1,9001補正前7 商工費国庫補助金

0 国庫補助金

補正額

1,900

計

1,900

防災対策費国庫補 3001補正前8 消防費国庫補助金

0 助金

補正額

300

計

300
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（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

10,500歴史・文化資源活用地域活性化事業地方創生推進交付金

　　追加

　　　21,000×1/2

歴史・文化資源活用地域活性化事業地方創生推進交付金 1,000

　　追加

　　　 2,000×1/2

42,585新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　　既決予算額　88,190　　　補正後予算額　130,775

　　　 130,775×10/10

1,900歴史・文化資源活用地域活性化事業地方創生推進交付金

　　追加

　　　 3,800×1/2

300デジタル田園都市国家構想推進交付金

　　追加

　　　 600×1/2
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　１５款　国庫支出金



節

金　　額
補正予算額

１５款　国庫支出金 　２項　国庫補助金

区　　分
目

補正前計

3,956,296

補正額

115,121

計

4,071,417
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（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考
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　１５款　国庫支出金



歳入予算書＿事項別明細書00001

節

金　　額
補正予算額

１９款　繰入金 　１項　基金繰入金

区　　分
目

基金繰入金 16,8601補正前1 基金繰入金

2,460,210

補正額

16,860

計

2,477,070

補正前計

2,460,210

補正額

16,860

計

2,477,070
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（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

16,860財政調整基金繰入金

　　既決予算額　1,925,603　　　補正後予算額　1,942,463

- 21 -

　１９款　繰入金



歳入予算書＿事項別明細書00002

節

金　　額
補正予算額

２１款　諸収入 　４項　雑入

区　　分
目

行政事務情報化推 17,87112補正前1 総務費雑収入

77,533 進費雑入

補正額

17,871

計

95,404

補正前計

1,191,610

補正額

17,871

計

1,209,481
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（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

17,871デジタル基盤改革支援補助金

　　追加

　　　35,742×1/2
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　２１款　諸収入



３　歳　出

　２款　総務費 　１項　総務管理費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額
補正財源内訳

補正前デジタル化推進費 国県支出金 12 委託料29 29,575

26,442 34,870

補正額 一般財源

29,575 △5,295

計

56,017

30 委託料補正前行政事務情報化推進費 国県支出金 12 35,742

733,577 2,244

補正額 その他

35,742 17,871

計 一般財源

769,319 15,627

10,3325,020,208

17,87165,317

補正額

37,114

その他

4,954,891

国県支出金

計 一般財源

計 補正前

補正財源内訳
区　　分 金　　額

　２款　総務費

節
目 補正予算額

　２項　賦課徴収費

補正前賦課徴収費1

547,044

補正額

0

計

547,044

 - 24 -



説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）

備　　　考

29,575  1 ＤＸ推進計画推進費

    既決予算額　26,442　　　補正後予算額　56,017

　　　システム開発委託料　　　　　17,680（14,487増）
　　　電子申請導入支援事業委託料　15,088（追加）

35,742  1 システム保守管理費

    既決予算額　657,710　　　補正後予算額　693,452

　　　システム開発委託料　70,322（35,742増）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

（単位：千円）

財源更正

　　２款　総務費

 - 25 -



　２款　総務費 　２項　賦課徴収費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額
補正財源内訳

547,044

0

補正額

547,044

計

計 補正前
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説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）

備　　　考

　　２款　総務費

 - 27 -



歳出予算書＿事項別明細書00001

 - 28 -

補正前計 国県支出金

計

9,420,281 4,846

一般財源補正額

0 △4,846

9,420,281

170,432

計

△4,8460

一般財源補正額

4,846170,432

6 国県支出金

補正財源内訳

補正前子育て力向上事業費

　３款　民生費 　２項　児童福祉費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　　３款　民生費

 - 29 -

財源更正

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明



歳出予算書＿事項別明細書00002

 - 30 -

103,734

計

11,747

補正額

91,987 11,747

11,747国県支出金 12 委託料補正前再生エネルギー推進費1

区　　分 金　　額

　４款　衛生費

節
目 補正予算額

　２項　衛生費

補正財源内訳

補正前計 国県支出金

計

2,814,385 109,586

補正額

109,586

2,923,971

943,480

計

85,01212 委託料89,086

補正額
3,57211 役務費

89,086854,394

502国県支出金 10 需用費補正前感染症予防費7

138,753

計

20,500

補正額

20,500118,253

1 20,500国県支出金 12 委託料

補正財源内訳

補正前健康づくり推進費

　４款　衛生費 　１項　保健費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　　４款　衛生費

 - 31 -

　　　脱炭素推進エリアエネルギーマネジメント調査委託料　11,747（追加）

    既決予算額　11,682　　　補正後予算額　23,429

11,747  1 新エネルギー等普及促進費

備　　　考

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明

　　　ワクチン個別接種委託料　　　　　　136,133（60,365増）
　　　接種案内コールセンター業務委託料　 58,885（16,326増）
　　　接種券印刷・封入・封緘委託料　　　 11,946（ 6,352増）

    既決予算額　394,355　　　補正後予算額　483,441

89,086  1 新型コロナウイルス対策事業費

　　　システム開発委託料　20,500（追加）

    既決予算額　810　　　補正後予算額　21,310

20,500  1 生涯お達者市民推進事業費

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明
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補正前計 国県支出金

計

283,075 11,747

補正額

11,747

294,822

補正財源内訳

　４款　衛生費 　２項　衛生費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　　４款　衛生費

 - 33 -

説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）

備　　　考



歳出予算書＿事項別明細書00003
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補正前計 一般財源

計

361,589 1,795

補正額

1,795

363,384

13,478

計

917

補正額

917理費 12,561

917一般財源 10 需用費補正前農村環境改善センター管7

35,720

計

878

補正額

87834,842

6 878一般財源 10 需用費

補正財源内訳

補正前農産物地産地消推進費

　６款　農林水産業費 　１項　農業費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　　６款　農林水産業費

 - 35 -

　　　施設修理費　3,188（917増）

    既決予算額　7,394　　　補正後予算額　8,311

917  1 千浜改善センター管理費

　　　修理費　1,963（878増）

    既決予算額　20,784　　　補正後予算額　21,662

878  1 道の駅管理費

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明



歳出予算書＿事項別明細書00004
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補正前計 国県支出金

計

1,456,017 1,900

一般財源補正額

2,800 900

1,458,817

52,202

計

2,800 900

補正額 一般財源
1,89812 委託料

1,90049,402

7 902国県支出金 10 需用費

補正財源内訳

補正前観光案内・宣伝費

　７款　商工費 　１項　商工費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　　７款　商工費

 - 37 -

　　　システム開発委託料　　　1,098（追加）
　　　開催委託料　　　　　　　　800（追加）
　　　観光パンフレット印刷費　4,902（902増）

    既決予算額　12,704　　　補正後予算額　15,504

2,800  1 観光宣伝費

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明



歳出予算書＿事項別明細書00005
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380,657

計

0

補正額

380,657

補正前道路橋梁維持費1

区　　分 金　　額

　８款　土木費

節
目 補正予算額

　２項　道路橋梁費

補正財源内訳

補正前計 国県支出金

計

282,091 24,354

一般財源補正額

23,133 △1,221

305,224

305,224

計

23,133 △1,221

補正額 一般財源
△1,83713 使用料及び賃借料

24,354282,091

1 24,970国県支出金 12 委託料

補正財源内訳

補正前道路河川管理費

　８款　土木費 　１項　土木管理費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額
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　　８款　土木費

財源更正

備　　　考

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明

　　　ＷＥＢ公開用データ使用料　 2,321（△1,837減）
　　　システム開発委託料　　　　24,970（追加）

    既決予算額　35,825　　　補正後予算額　58,958

23,133  1 道路河川管理費

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明
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補正前計

計

1,603,946

補正額

0

1,603,946

補正財源内訳目 補正予算額
節

区　　分 金　　額

　８款　土木費 　２項　道路橋梁費



　　８款　土木費

 - 41 -

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）



歳出予算書＿事項別明細書00006
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補正前計 国県支出金

計

1,533,381 600

一般財源補正額

0 △600

1,533,381

56,295

計

△6000

一般財源補正額

60056,295

4 国県支出金

補正財源内訳

補正前防災対策費

　９款　消防費 　１項　消防費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　　９款　消防費

 - 43 -

財源更正

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明



歳出予算書＿事項別明細書00007
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補正前計 国県支出金

計

1,046,886 11,500

一般財源補正額

22,000 10,500

1,068,886

130,206

計

20,000 9,500

補正額 一般財源
2,00014 工事請負費

10,500110,206

18,000国県支出金 12 委託料補正前文化財愛護費8

106,342

計

1,0002,000

一般財源補正額

1,000104,342

6 2,000国県支出金 12 委託料

補正財源内訳

補正前美術館管理運営費

１０款　教育費 　５項　社会教育費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額



　１０款　教育費

 - 45 -

　　　看板設置工事費　　　 3,000（2,000増）
　　　システム開発委託料　18,000（追加）

    既決予算額　1,251　　　補正後予算額　21,251

20,000  1 高天神城跡整備事業費

　　　開催委託料　3,780（2,000増）

    既決予算額　104,228　　　補正後予算額　106,228

2,000  1 美術館管理運営費

（単位：千円）

備　　　考説　　　　　　　　　　　　　　明
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議案第８０号 

 

掛川市税条例等の一部改正について 

 

掛川市税条例（平成17年掛川市条例第72号）等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 
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掛川市税条例等の一部を改正する条例 

（掛川市税条例の一部改正） 

第１条 掛川市税条例（平成17年掛川市条例第72号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあって

は「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分

に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

（所得割の課税標準） 

第19条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生

じた年の翌年の４月１日の属する年度分の特

定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書

をいう。以下この項において同じ｡)に特定配

当等に係る所得の明細に関する事項その他施

行規則に定める事項の記載があるとき（特定

配当等申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む｡)は、当該特定配当等に係る所得の金

額については、適用しない。ただし、第１号

に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申

告書に記載された事項その他の事情を勘案し

て、この項の規定を適用しないことが適当で

あると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

(1) 第28条第１項の規定による申告書 

(2) 第29条第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出

されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る｡) 

５ （略） 

（所得割の課税標準） 

第19条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第29

条第１項に規定する確定申告書に特定配当等

に係る所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるときは、当該特

定配当等に係る所得の金額については、適用

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 
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６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に

係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書

（市民税の納税通知書が送達される時までに

提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ｡)に特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるとき（特定株

式等譲渡所得金額申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む｡)は、当該特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の金額については、適用

しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び

第２号に掲げる申告書がいずれも提出された

場合におけるこれらの申告書に記載された事

項その他の事情を勘案して、この項の規定を

適用しないことが適当であると市長が認める

ときは、この限りでない。 

(1) 第28条第１項の規定による申告書 

(2) 第29条第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出

されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る｡) 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第25条の２ 所得割の納税義務者が、第19条第

４項に規定する特定配当等申告書に記載した

特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１

節第５款の規定により配当割額を課された場

合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡

所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の金額の計算の基礎となっ

た特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課され

た場合には、当該配当割額又は当該株式等譲

渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第21条及び前３条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第29

条第１項に規定する確定申告書に特定株式等

譲渡金額に係る所得の明細に関する事項その

他施行規則に定める事項の記載があるとき

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額については、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第25条の２ 所得割の納税義務者が、第19条第

４項に規定する確定申告書に記載した特定配

当等に係る所得の金額の計算の基礎となった

特定配当等の額について法第２章第１節第５

款の規定により配当割額を課された場合又は

同条第６項に規定する確定申告書に記載した

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額

について同節第６款の規定により株式等譲渡

所得割額を課された場合には、当該配当割額

又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗

じて得た金額を、第21条及び前３条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ
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た金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第

48条の９の６までに定めるところにより、同

項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該納税義務

者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民

税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納

税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

 

３ （略） 

（市民税の申告） 

第28条 第14条第１項第１号に掲げる者は、３

月15日までに、規則で定める申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第317

条の６第１項又は第４項の規定により給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在において給

与又は公的年金等の支払を受けている者で前

年中において給与所得以外の所得又は公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかったも

の（公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかった者で社会保険料控除額（令第48条の

９の７に規定するものを除く｡)、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得税法第２条第１項第33号の４に

規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く｡)若しくは法第314条の２第４項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第 

313条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第24条第１項（同項第

２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法

（平成10年法律第７号）第２条第３項に規定

する認定特定非営利活動法人及び同条第４項

に規定する特例認定特定非営利活動法人に対

するものを除く｡)に係る部分を除く｡)及び第

２項の規定により控除すべき金額（以下この

条において「寄附金税額控除額」という｡)の

た金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第

48条の９の６までに定めるところにより、同

項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該納税義務

者の同項の確定申告書に係る年の末日の属す

る年度分の翌年度分の個人の県民税若しくは

市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の

未納に係る徴収金に充当する。 

３ （略） 

（市民税の申告） 

第28条 第14条第１項第１号に掲げる者は、３

月15日までに、規則で定める申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第317

条の６第１項又は第４項の規定により給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在において給

与又は公的年金等の支払を受けている者で前

年中において給与所得以外の所得又は公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかったも

の（公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかった者で社会保険料控除額（令第48条の

９の７に規定するものを除く｡)、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限る｡)の

法第314条の２第１項第10号の２に規定する 

自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が95万円以下であるものに限る｡)で控

除対象配偶者に該当しないものに係るものを

除く｡)若しくは法第314条の２第４項に規定 

する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失

の金額の控除若しくは第24条第１項（同項第

２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法

（平成10年法律第７号）第２条第３項に規定

する認定特定非営利活動法人及び同条第４項
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控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という｡)及び第15条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄の（二）に掲げる者を除く｡)については、

この限りでない。 

 

 

 

 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべ

き者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除

額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以

下である者（施行規則第２条の２第１項の表

の上欄に掲げる者を除く｡)が提出すべき申告

書の様式は、施行規則第２条第４項ただし書

の規定により市長の定める様式によることが

できる。 

３～10 （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

申告書） 

第29条の２ 所得税法第194条第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「給与所得

者」という｡)で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という｡)から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

(1) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

に規定する特例認定特定非営利活動法人に対

するものを除く｡)に係る部分を除く｡)及び第

２項の規定により控除すべき金額（以下この

条において「寄附金税額控除額」という｡)の

控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という｡)及び第15条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄の（二）に掲げる者を除く｡)については、

この限りでない。 

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべ

き者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除

額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以

下である者（施行規則第２条の２第１項の表

の上欄に掲げる者を除く｡)が提出すべき申告

書の様式は、施行規則第２条第３項ただし書

の規定により市長の定める様式によることが

できる。 

３～10 （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書） 

第29条の２ 所得税法第194条第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「給与所得

者」という｡)で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という｡)から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が 

1,000万円以下であるものに限る｡)の自己

と生計を一にする配偶者（法第313条第３

項に規定する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を受けるも

の及び同条第４項に規定する事業専従者に

該当するものを除き、合計所得金額が133
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(2) （略） 

(3) （略） 

２～５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族申告書） 

第29条の３ 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第203条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という｡)の支払

を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶

養親族を除く｡)を有する者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という｡)で市内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき所得税法第203条の６第１項に

規定する公的年金等の支払者（以下この条に

おいて「公的年金等支払者」という｡)から毎

年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) （略） 

 

(2) （略） 

(3) （略） 

２～５ （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第83条 法第382条の２に規定する固定資産課

万円以下であるものに限る。次条第１項に

おいて同じ｡)の氏名 

(3) （略） 

(4) （略） 

２～５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族等申告書） 

第29条の３ 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第203条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という｡)の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の

納税義務者（合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る｡)の自己と生計を一にする配

偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退

職手当等に限る。以下この項において同じ｡)

に係る所得を有する者であって、合計所得金

額が95万円以下であるものに限る｡)をいう。

第２号において同じ｡)又は扶養親族（控除対

象扶養親族であって退職手当等に係る所得を

有しない者を除く｡)を有する者（以下この条

において「公的年金等受給者」という｡)で市

内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第203条の６第１

項に規定する公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という｡)か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 特定配偶者の氏名 

(3) （略） 

(4) （略） 

２～５ （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第83条 法第382条の２に規定する固定資産課
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税台帳の閲覧をしようとする者は、掛川市手

数料条例に定めるところにより、手数料を納

付しなければならない。 

 

 

 

 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書の交付手数料） 

第84条 法第382条の３の規定による固定資産

課税台帳の記載事項の証明書の交付を受けよ

うとする者は、掛川市手数料条例に定めると

ころにより、手数料を納付しなければならな

い。 

 

 

 

附 則 

第14条の２の２ 平成22年度から令和15年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成11年から平

成18年まで又は平成21年から令和３年までの

各年である場合に限る｡)において、前条第１

項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む｡)に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第21条及び第23条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第17条の２ （略） 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町

村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

３～22 （略） 

 

 

税台帳（同条第１項ただし書の規定による措

置を講じたものを含む｡)の閲覧（法第382条

の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代

わる事項の記載をしたものの閲覧を含む｡)を

しようとする者は、掛川市手数料条例に定め

るところにより、手数料を納付しなければな

らない。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書の交付手数料） 

第84条 法第382条の３の規定による固定資産

課税台帳の記載事項の証明書（同条ただし書

の規定による措置を講じたものを含む｡)の交

付（法第382条の４に規定する当該証明書に

住所に代わる事項の記載をしたものの交付を

含む｡)を受けようとする者は、掛川市手数料

条例に定めるところにより、手数料を納付し

なければならない。 

附 則 

第14条の２の２ 平成22年度から令和20年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特

別措置法第41条又は第41条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成11年から平

成18年まで又は平成21年から令和７年までの

各年である場合に限る｡)において、前条第１

項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む｡)に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第21条及び第23条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第17条の２ （略） 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町

村の条例で定める割合は、５分の４とする。 

３～22 （略） 

23 法附則第15条第44項に規定する市町村の条

例で定める割合は、４分の３とする。 
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23 （略） 

24 （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第32条の２ （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条

の４第２項に規定する特定上場株式等の配当

等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という｡)に係る配当所得に係る部分

は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定

上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の

翌年の４月１日の属する年度分の市民税につ

いて特定上場株式等の配当等に係る配当所得

につき前項の規定の適用を受けようとする旨

の記載のある第19条第４項に規定する特定配

当等申告書を提出した場合（次に掲げる場合

を除く｡)に限り適用するものとし、市民税の

所得割の納税義務者が前年中に支払を受ける

べき特定上場株式等の配当等に係る配当所得

について同条第１項及び第２項並びに第21条

の規定の適用を受けた場合には、当該納税義

務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上

場株式等の配当等に係る配当所得について、

前項の規定は、適用しない。 

(1) 第19条第４項ただし書の規定の適用があ

る場合 

(2) 第19条第４項第１号に掲げる申告書及び

同項第２号に掲げる申告書がいずれも提出

された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、前項

の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるとき。 

３ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第35条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む｡)の場合において、所得割の納税義務者

24 （略） 

25 （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第32条の２ （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条

の４第２項に規定する特定上場株式等の配当

等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という｡)に係る配当所得に係る部分

は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の

所得税について特定上場株式等の配当等に係

る配当所得につき同条第１項の規定の適用を

受けた場合に限り適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第35条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む｡)の場合において、所得割の納税義務者
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が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第33条から第33条の４まで、第34条から第

35条の３まで、第36条の２、第36条の５、第

37条、第37条の４から第37条の６まで、第37

条の８又は第37条の９の規定の適用を受ける

ときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第44条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の特例適用配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に

掲げる申告書をいう。以下この項において同

じ｡)に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるとき（特例適用配当等申告

書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む｡)に

限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申

告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提

出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、同項後

段の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第28条第１項の規定による申告書 

(2) 第29条第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出

されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る｡) 

５ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第45条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第33条から第33条の４まで、第34条から第

35条の３まで、第36条の２、第36条の５、第

37条、第37条の４から第37条の６まで又は第

37条の８の規定の適用を受けるときは、当該

土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡又は前項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

ものとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第44条の２ （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第29条第１

項に規定する確定申告書に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるときに

限り、適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第45条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る

所得が生じた年分の所得税に係る第29条第１
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度分の条約適用配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に

掲げる申告書をいう。以下この項において同

じ｡)に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるとき（条約適用配当等申告

書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む｡)に

限り、適用する。ただし、第１号に掲げる申

告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提

出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、同項後

段の規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第28条第１項の規定による申告書 

(2) 第29条第１項に規定する確定申告書（同

項の規定により前号に掲げる申告書が提出

されたものとみなされる場合における当該

確定申告書に限る｡) 

５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

項の規定の適用がある場合（第３項後段の規

定の適用がある場合を除く｡)における第25条

の２の規定の適用については、同条第１項中

「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附

則第45条第３項前段に規定する条約適用配当

等（以下「条約適用配当等」という｡)に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の同条第４項に規定する条約適用配当等

申告書にこの項の規定の適用を受けようとす

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明

細に関する事項の記載がある場合（条約適用

配当等申告書にこれらの記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認める

ときを含む｡)であって、当該条約適用配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった条約

適用配当等の額について租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という｡)第３条の

２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５

項に規定する確定申告書に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるときに

限り、適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

項の規定の適用がある場合（第３項後段の規

定の適用がある場合を除く｡)における第25条

の２の規定の適用については、同条第１項中

「又は同条第６項」とあるのは「若しくは附

則第45条第３項前段に規定する条約適用配当

等（以下「条約適用配当等」という｡)に係る

所得が生じた年分の所得税に係る同条第４項

に規定する確定申告書にこの項の規定の適用

を受けようとする旨及び当該条約適用配当等

に係る所得の明細に関する事項の記載がある

場合であって、当該条約適用配当等に係る所

得の金額の計算の基礎となった条約適用配当

等の額について租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という｡)第３条の２の２第

１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定

により配当割額を課されたとき、又は第19条

第６項」と、同条第３項中「法第37条の４」

とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の
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款の規定により配当割額を課されたとき、又

は第19条第６項」と、同条第３項中「法第37

条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法

第３条の２の２第９項の規定により読み替え

て適用される法第37条の４」とする。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

第49条 所得割の納税義務者が、新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対応するための国税

関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年

法律第25号。次条において「新型コロナウイ

ルス感染症特例法」という｡)第５条第４項に

規定する指定行事のうち、市長が指定するも

のの中止若しくは延期又はその規模の縮小に

より生じた当該指定行事の入場料金、参加料

金その他の対価の払戻しを請求する権利の全

部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指

定期間内にした場合には、当該納税義務者が

その放棄をした日の属する年中に法附則第60

条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相

当額の法第314条の７第１項第３号に掲げる 

寄附金を支出したものとみなして、第24条の

規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借

入金等特別税額控除の特例） 

第50条 所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき新型コロナウイルス感染症特例法第６

条第４項の規定の適用を受けた場合における

附則第14条の２の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「令和15年度」とあるのは、

「令和16年度」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き新型コロナウイルス感染症特例法第６条の

２第１項の規定の適用を受けた場合における

附則第14条の２の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「令和15年度」とあるのは

「令和17年度」と、「令和３年」とあるのは

「令和４年」とする。 

２の２第９項の規定により読み替えて適用さ

れる法第37条の４」とする。 

 

 

 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

税額控除の特例） 

第49条 所得割の納税義務者が、新型コロナウ

イルス感染症等の影響に対応するための国税

関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年

法律第25号）第５条第４項に規定する指定行

事のうち、市長が指定するものの中止若しく

は延期又はその規模の縮小により生じた当該

指定行事の入場料金、参加料金その他の対価

の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放

棄を同条第１項に規定する指定期間内にした

場合には、当該納税義務者がその放棄をした

日の属する年中に法附則第60条第４項に規定

する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314 

条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出し

たものとみなして、第24条の規定を適用す

る。 
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（掛川市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 掛川市税条例の一部を改正する条例（令和３年掛川市条例第20号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、掛川市税条例第29条の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16

歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有

する者」に改める。 

  附則第２条中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第15条第２項及び第29条の３第１項並びに

附則第９条第１項の規定」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

 (1) 第１条中掛川市税条例第29条の２の見出し及び同条第１項並びに第29条の３の見出し及び同条第１

項の改正規定並びに同条例附則第14条の２の２第１項、第35条第３項及び第49条の改正規定並びに同

条例附則第50条を削る改正規定並びに第２条（次号に掲げる改正規定を除く｡)の規定並びに次条第１

項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

 (2) 第１条中掛川市税条例第19条第４項及び第６項、第25条の２第１項及び第２項並びに第28条第１項

ただし書及び第２項の改正規定並びに同条例附則第32条の２第２項、第44条の２第４項並びに第45条

第４項及び第６項の改正規定並びに第２条（掛川市税条例の一部を改正する条例（令和３年掛川市条

例第20号）附則第２条の改正規定に限る｡)並びに次条第３項の規定 令和６年１月１日 

(3) 第１条中掛川市税条例第83条第１項の改正規定（「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただ

し書の規定による措置を講じたものを含む｡)」を加える部分を除く｡)及び同条例第84条第１項の改正

規定（「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む｡)」を加える

部分を除く｡)並びに附則第３条第３項及び第４項の規定 令和６年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の掛川市税条例（以下「新条例」という｡)第29条の２第１項の規定は、

附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という｡)以後

に支払を受けるべき新条例第29条の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規

定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の掛川市税

条例（次項において「旧条例」という｡)第29条の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同

条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第29条の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33

号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。以

下この項において「公的年金等」という｡)について提出する新条例第29条の３第１項に規定する申告書

について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第29条の３第１

項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の掛川市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、改正後の掛川市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和
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４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律（令

和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則第15条第２項に規定する施設又は設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の掛川市税条例第83条第１項（地方税法第382条の４に

係る部分に限る｡)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の２の規定による

固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む｡)の閲覧について適用す

る。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の掛川市税条例第84条第１項（地方税法第382条の４に

係る部分に限る｡)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の３の規定による

証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む｡)の交付について適用する。 
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議案第８１号 

 

掛川市都市計画税条例の一部改正について 

 

掛川市都市計画税条例（平成17年掛川市条例第73号）の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 
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掛川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

掛川市都市計画税条例（平成18年掛川市条例第73号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

附 則 

 

 

 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

10 附則第８項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等

調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に10分の

２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の３（第18

項を除く｡)又は附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額に満たない場合に

は、附則第８項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。 

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和

３年度から令和５年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第８項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額

附 則 

（法附則第15条第44項の条例で定める割合） 

７ 法附則第15条44項に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

８ （略） 

９ （略） 

10 （略） 

11 附則第９項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地等

調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に10分の

２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第349条の３（第18

項を除く｡)又は附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額に満たない場合に

は、附則第９項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。 

12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和

３年度から令和５年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第９項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額
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（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第18項を除く｡)又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「商業地等据置都

市計画税額」という｡)とする。 

12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が0.7を超えるものに係る令和３年 

度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、附則第８項の規定にかかわらず、

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に10分の７を乗じ

て得た額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３（第18項を除

く｡)又は附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「商業地等調整都

市計画税額」という｡)とする。 

13 （略） 

14 （略） 

15 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地

に対する附則第13項の規定の適用について

は、同項中「当該農地に係る当該年度分の都

市計画税額」とあるのは、「次項の規定によ

り算定した当該農地に係る当該年度分の都市

計画税額」とする。 

16 附則第８項及び第10項の「宅地等」とは法

附則第17条第２号に、附則第８項及び第11項

の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第25条第６項において読み替えて準

用される法附則第18条第６項に、附則第８

項、第９項、第11項及び第12項の「商業地

等」とは法附則第17条第４号に、附則第11項

から第13項までの「負担水準」とは法附則第 

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第18項を除く｡)又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「商業地等据置都

市計画税額」という｡)とする。 

13 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が0.7を超えるものに係る令和３年 

度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、附則第９項の規定にかかわらず、

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に10分の７を乗じ

て得た額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３（第18項を除

く｡)又は附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額（以下「商業地等調整都

市計画税額」という｡)とする。 

14 （略） 

15 （略） 

16 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地

に対する附則第14項の規定の適用について

は、同項中「当該農地に係る当該年度分の都

市計画税額」とあるのは、「次項の規定によ

り算定した当該農地に係る当該年度分の都市

計画税額」とする。 

17 附則第９項及び第11項の「宅地等」とは法

附則第17条第２号に、附則第９項及び第12項

の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第25条第６項において読み替えて準

用される法附則第18条第６項に、附則第９

項、第10項、第12項及び第13項の「商業地

等」とは法附則第17条第４号に、附則第12項

から第14項までの「負担水準」とは法附則第 
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17条第８号ロに、附則第13項の「農地」とは

法附則第17条第１号に、附則第13項の「前年

度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第26条第２項において読み替えて準用される

法附則第18条第６項に、附則第14項及び前項

の「市街化区域農地」とは法附則第19条の２

第１項に規定するところによる。 

17 （略） 

17条第８号ロに、附則第14項の「農地」とは

法附則第17条第１号に、附則第14項の「前年

度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第26条第２項において読み替えて準用される

法附則第18条第６項に、附則第15項及び前項

の「市街化区域農地」とは法附則第19条の２

第１項に規定するところによる。 

18 （略） 

  

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の掛川市都市計画税条例の規定は、令和５年度以降の年度分の都市計画税について適用し、令

和４年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 



- 65 - 

 

議案第８２号 

 

掛川市手数料条例の一部改正について 

 

掛川市手数料条例（平成17年掛川市条例第74号）の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 
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掛川市手数料条例の一部を改正する条例 

掛川市手数料条例（平成17年掛川市条例第74号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

（証明、閲覧等に係る手数料） 

第７条 証明、閲覧等に関する事務に係る手数

料（次章及び第５章で定める手数料を除く｡) 

の額は、次の各号に掲げる事務の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 納税又は課税に関する証明書の交付 １

件につき300円（１税目につき年度ごと１ 

通をもって１件とする｡) 

  

  

(5) 地方税法第382条の２の規定により固定

資産課税台帳を閲覧に供する事務 １件に

つき300円（納税義務者につき年度ごとを

もって１件とする｡) 

  

  

  

  

(6) 地方税法第382条の３の規定による固定

資産課税台帳の記載事項の証明書の交付 

１件につき300円（納税義務者につき年度

ごとに、土地は１筆を、建物は１棟をもっ

てそれぞれ１件とし、１件増すごとに30円

を加算する｡) 

 

 

 

（証明、閲覧等に係る手数料） 

第７条 証明、閲覧等に関する事務に係る手数

料（次章及び第５章で定める手数料を除く｡) 

の額は、次の各号に掲げる事務の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 納税又は課税に関する証明書の交付（地

方税法第382条の４に規定する当該証明書 

に住所に代わる事項の記載をしたものの交

付を含む｡) １件につき300円（１税目に 

つき年度ごと１通をもって１件とする｡) 

(5) 地方税法第382条の２の規定により固定 

資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定

による措置を講じたものを含む｡)を閲覧

（同法第382条の４に規定する固定資産課

税台帳に住所に代わる事項の記載をしたも

のの閲覧を含む｡)に供する事務 １件につ

き300円（納税義務者につき年度ごとをも

って１件とする｡) 

(6) 地方税法第382条の３の規定による固定 

資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定

による措置を講じたものを含む｡)の記載事

項の証明書の交付（同法第382条の４に規

定する当該証明書に住所に代わる事項の記

載をしたものの交付を含む｡) １件につき 

300円（納税義務者につき年度ごとに、土

地は１筆を、建物は１棟をもってそれぞれ

１件とし、１件増すごとに30円を加算す
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(7)～(13) （略） 

  （建築基準法による手数料） 

第13条の２ 建築基準法（昭和25年法律第201

号）の規定に基づく事務に係る手数料の額

は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 第85条第５項の規定に基づく仮設建築物

の建築の許可の申請に対する審査 １件に

つき120,000円 

(6)～(14) （略） 

(15) 第87条の３第５項の規定に基づく興行場

等への一時的な用途変更に係る許可の申請

に対する審査 １件につき120,000円 

(16)・(17) （略） 

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律に

よる手数料） 

第20条の２ 長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成20年法律第87号。以下この条に

おいて「法」という｡)第５条第１項から第５

項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計

画の認定の申請に対する審査に係る手数料の

額は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。この場合におい

て、当該申請の際、法第６条第２項の規定に

よる申出がされたときは、第13条の２第１号

に定める額の手数料を併せて徴収するものと

する。 

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成11年法律第81号。以下この条におい

て「品確法」という｡)第５条第１項に規定

する住宅性能評価書又は品確法第６条の２

第３項に規定する確認書（以下この条にお

いて「確認書」という｡)を添付する場合 

 ア 新築住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

る｡) 

(7)～(13) （略） 

（建築基準法による手数料） 

第13条の２ 建築基準法（昭和25年法律第201

号）の規定に基づく事務に係る手数料の額

は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 第85条第６項の規定に基づく仮設建築物

の建築の許可の申請に対する審査 １件に

つき120,000円 

(6)～(14) （略） 

(15) 第87条の３第６項の規定に基づく興行場

等への一時的な用途変更に係る許可の申請

に対する審査 １件につき120,000円 

(16)・(17) （略） 

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律に

よる手数料） 

第20条の２ 長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成20年法律第87号。以下この条に

おいて「法」という｡)第５条第１項から第７

項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計

画等の認定の申請に対する審査に係る手数料

の額は、次の各号に掲げる事務の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。この場合に

おいて、当該申請の際、法第６条第２項の規

定による申出がされたときは、第13条の２第

１号に定める額の手数料を併せて徴収するも

のとする。 

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成11年法律第81号。以下この条におい

て「品確法」という｡)第５条第１項に規定

する住宅性能評価書又は品確法第６条の２

第３項に規定する確認書（以下この条にお

いて「確認書」という｡)を添付する場合 

 ア 新築住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも
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の １件につき42,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき68,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ （略） 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき38,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき61,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき101,000円 

(2) その他の場合 

ア 新築住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき52,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き52,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき118,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき187,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき368,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき77,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き77,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき176,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき280,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき550,000円 

２ 法第８条第１項の規定に基づく長期優良住

宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審

の １件につき41,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき67,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ （略） 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき37,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき60,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき99,000円 

(2) その他の場合 

ア 新築住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき51,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き51,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき115,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき183,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき359,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき75,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き75,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき172,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき273,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき538,000円 

２ 法第８条第１項の規定に基づく長期優良住

宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する
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査に係る手数料の額は、次の各号に掲げる事

務の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。この場合において、当該申請の際、法第

８条第２項において準用する法第６条第２項

の規定による申出がされたときは、第13条の

２第１号に定める額の手数料を併せて徴収す

るものとする。 

(1) 品確法第５条第１項に規定する住宅性能

評価書又は確認書を添付する場合 

ア 新築住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ （略） 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき21,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき34,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき52,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ （略） 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき30,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき49,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき77,000円 

(2) その他の場合 

ア 新築住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき31,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き31,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき67,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき107,000円 

審査に係る手数料の額は、次の各号に掲げる

事務の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。この場合において、当該申請の際、法第

８条第２項において準用する法第６条第２項

の規定による申出がされたときは、第13条の

２第１号に定める額の手数料を併せて徴収す

るものとする。 

(1) 品確法第５条第１項に規定する住宅性能

評価書又は確認書を添付する場合 

ア 新築住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ （略） 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき20,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき33,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき51,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ （略） 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき29,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき48,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき75,000円 

(2) その他の場合 

ア 新築住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき30,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き30,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき65,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき104,000円 
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ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき202,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき45,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き45,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき99,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき159,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき301,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき197,000円 

イ 新築住宅以外の住宅 

(ｱ) 一戸建ての住宅 １戸につき44,000

円 

(ｲ) 一戸建ての住宅以外の住宅 

ａ 申請戸数が１戸のもの １件につ

き44,000円 

ｂ 申請戸数が２戸以上５戸以下のも

の １件につき97,000円 

ｃ 申請戸数が６戸以上10戸以下のも

の １件につき155,000円 

ｄ 申請戸数が11戸以上のもの １件

につき295,000円 

  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第７条第５号（「閲覧」の次に「（同法第382条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる

事項の記載をしたものの閲覧を含む｡)」を加える部分を除く｡)、同条第６号（「交付」の次に

「（第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む｡)」を加

える部分を除く｡) 及び第13条の２の改正 公布の日 

(2) 第20条の２の改正 令和４年10月１日 

(3) 第７条第４号、同条第５号（「閲覧」の次に「（同法第382条の４に規定する固定資産課税台帳に

住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む｡)」を加える部分を限る｡)及び同条第６号（「交

付」の次に「（同法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付

を含む｡)」を加える部分に限る｡)の改正 令和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 改正後の掛川市手数料条例第７条第４号、第５号（「閲覧」の次に「（同法第382条の４に規定

する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む｡) 」を加える部分に限る｡)

及び第６号（「交付」の次に「同法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をし

たものの交付を含む｡)を加える部分に限る｡)の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にされ

る納税又は課税に関する証明書の交付、固定資産課税台帳の閲覧及び固定資産課税台帳の記載事項の証

明書の交付について適用する。 
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議案第８３号 

 

太田川原野谷川治水水防組合の解散について 

 

太田川原野谷川治水水防組合解散について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第288条の規定

により、次のように袋井市、磐田市及び森町との協議の上定めることについて、同法第290条の規

定により議会の議決を求める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 
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太田川原野谷川治水水防組合の解散に関する協議書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第288条の規定により、太田川原野谷川治水水防組合の解散

について、下記のとおり定める。 

 

記 

 

令和５年３月31日をもって、太田川原野谷川治水水防組合は解散する。 

 

令和　年　月　日  

 

 

磐田市長 草 地 博 昭  

 

掛川市長 久 保 田  崇  

 

袋井市長 大 場 規 之 

 

森 町 長 太 田 康 雄  
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議案第８４号 

 

   掛川城天守閣修復景観整備工事請負契約の締結について 

 

 掛川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年掛川市条例第

43号）第２条の規定に基づき、掛川城天守閣修復景観整備工事について、次のとおり請負契約を締

結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第５号の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 

 

１ 工 事 名  掛川城天守閣修復景観整備工事 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契 約 金 額  金１７７，６５０，０００円 

４ 契約の相手方 

住 所  掛川市上西郷３６０番地の１ 

 

商 号  株式会社 山本組 

 

代表者  代表取締役 戸塚 成男 
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（参考資料） 

 

１ 工事の概要  内容 掛川城修復工事 

                  規模 外壁劣化部撤去復旧一式 

            高欄劣化部撤去復旧一式 

            鯱金箔貼り、屋根瓦補修一式 

            雷保護設備更新一式 

 

２ 工 事 箇 所  掛川市掛川 地内 

 

３ 工   期  契約日から令和５年１月３１日まで 
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議案第８５号 

 

（仮称）南部学校給食センター厨房機器等購入契約の締結について 

 

掛川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年掛川市条例第

43号）第３条の規定に基づき、（仮称）南部学校給食センター厨房機器等購入について、次のとお

り売買契約を締結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 

 

１ 購入物件名  （仮称）南部学校給食センター厨房機器等購入 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契 約 金 額  金８６，３５０，０００円 

４ 契約の相手方 

住 所  浜松市南区中田島町４８４番地 

 

商 号  株式会社 中松 浜松支店 

 

代表者  取締役浜松支店長 舛田 誠 
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（参考資料） 

 

１ 購入物件名  （仮称）南部学校給食センター厨房機器等購入 

 

２ 内   訳  連続フライヤー      １式 

蒸気回転釜        ５台 

真空冷却機    １台     他３２備品 

 

３ 納入場所  掛川市大坂（大東学校給食センター） 

 

４ 納入期限  令和５年３月２４日 
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議案第８６号 

 

掛川市道路線の認定について 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、掛川市道路線を次のとおり認定す

る。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 

 

 

市 道 認 定 路 線 表 

NO 路  線  名 起    点 終    点 重要な経過地 

１ 神田一丁田西支線 下垂木字一丁田1857-13 下垂木字一丁田1857-9  

２ 久根ノ内７号線 葛川字大ヶ町310-3 葛川字大ヶ町306-5  

 



市道認定路線図

神田一丁田西支線
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市道認定路線図

久根ノ内７号線
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議案第８７号 

 

土地の取得について（海岸防災林強化事業） 

 

次の土地を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号及び

掛川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年掛川市条例第43

号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 

 

 

所 在 地 番 地積及び地目 取 得 価 格 契約の相手方 

掛川市浜川新田2100番１

外１筆 

6,813.95㎡ 

雑種地 
35,773,237円 

大阪市中央区久太郎町二丁目

４番31号 

倉敷繊維加工株式会社 

代表取締役 青山 髙明 
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議案第８８号 

 

専決処分の承認を求めることについて（令和４年度掛川市一般会計補正予算（第２号）） 

 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、令和４年度掛川市一般会計補

正予算（第２号）について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇   
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、令和４年度掛川市一般会計補

正予算（第２号）について、次のとおり専決処分する。 

 

  令和４年５月１９日 

 

                              掛川市長 久 保 田  崇 

 

令和４年度掛川市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和４年度掛川市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ442,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ51,362,536千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 



15 国庫支出金 7,142,910 442,000 7,584,910

2 国庫補助金 3,514,296 442,000 3,956,296

50,920,536 442,000 51,362,536
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計

 千円

項 補正前の額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 補　正　額

 千円

歳　　入　　合　　計



3 民生費 16,990,511 442,000 17,432,511

1 社会福祉費 6,949,046 322,000 7,271,046

2 児童福祉費 9,300,281 120,000 9,420,281

50,920,536 442,000 51,362,536

項 補正前の額

 千円

補　正　額

歳　　出　　合　　計
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 千円

歳　　出

款 計

 千円



１　総　括  

　　（歳　入）

1 市税 20,744,894 40.7 20,744,894 40.4

2 地方譲与税 571,000 1.1 571,000 1.1

3 利子割交付金 12,000 0.0 12,000 0.0

4 配当割交付金 109,000 0.2 109,000 0.2

5 株式等譲渡所得割交付金 148,000 0.3 148,000 0.3

6 法人事業税交付金 323,000 0.6 323,000 0.6

7 地方消費税交付金 2,722,000 5.3 2,722,000 5.3

8 ゴルフ場利用税交付金 78,000 0.2 78,000 0.2

9 環境性能割交付金 89,000 0.2 89,000 0.2

10 地方特例交付金 150,439 0.3 150,439 0.3

11 地方交付税 3,395,000 6.7 3,395,000 6.6

12 交通安全対策特別交付金 25,000 0.0 25,000 0.0

13 分担金及び負担金 182,349 0.4 182,349 0.4

14 使用料及び手数料 538,077 1.1 538,077 1.0

15 国庫支出金 7,142,910 14.0 442,000 7,584,910 14.8

16 県支出金 3,789,508 7.4 3,789,508 7.4

17 財産収入 68,865 0.1 68,865 0.1

18 寄附金 1,043,640 2.1 1,043,640 2.0

19 繰入金 2,883,831 5.7 2,883,831 5.6

20 繰越金 30,000 0.1 30,000 0.1

21 諸収入 2,763,223 5.4 2,763,223 5.4

22 市債 4,110,800 8.1 4,110,800 8.0

 

50,920,536 100.0 442,000 51,362,536 100.0歳　　入　　合　　計

％

款 補正前の額 補　正　額
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歳入歳出補正予算事項別明細書

構成比構成比

％

計

（単位：千円）
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　　（歳　出）

1 議会費 269,978 0.5

2 総務費 5,897,672 11.6

3 民生費 16,990,511 33.4 442,000

4 衛生費 5,341,936 10.5

5 労働費 1,556,469 3.1

6 農林水産業費 1,381,222 2.7

7 商工費 1,456,017 2.9

8 土木費 5,083,887 10.0

9 消防費 1,533,381 3.0

10 教育費 5,930,461 11.6

11 災害復旧費 181,596 0.3

12 公債費 5,260,135 10.3

13 予備費 37,271 0.1

50,920,536 100.0 442,000歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 補　正　額構成比
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％



国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

269,978 0.5

5,897,672 11.5

17,432,511 33.9 442,000

5,341,936 10.4

1,556,469 3.0

1,381,222 2.7

1,456,017 2.8

5,083,887 9.9

1,533,381 3.0

5,930,461 11.6

181,596 0.4

5,260,135 10.2

37,271 0.1

51,362,536 100.0 442,000

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　般　財　源

計

（単位：千円）

構成比

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
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％
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3,956,296

計

442,000

補正額

3,514,296

補正前計

付金国庫補助金

帯生活支援特別給
2,585,349

14 低所得の子育て世 120,000
計

金442,000

別給付金国庫補助補正額

等に対する臨時特2,143,349

民生費国庫補助金 住民税非課税世帯 322,00012補正前2

補正予算額

１５款　国庫支出金 　２項　国庫補助金

２　歳　入

区　　分
目

節

金　　額
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　１５款　国庫支出金

　　 　120,000×10/10

　　追加

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金補助金 120,000

　　 　322,000×10/10

　　追加

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金補助金 322,000

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考



３　歳　出

　３款　民生費 　１項　社会福祉費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額
補正財源内訳

補正前住民税非課税世帯等に対 国県支出金 3 職員手当等20 714

する臨時特別給付金給付 0 322,000
8 旅費 18

補正額事業費

10 需用費322,000 910

計
11 役務費 1,297

322,000

12 委託料 19,061

18 負担金補助及び交 300,000

付金

7,271,046

322,000

補正額

322,000

計

6,949,046

国県支出金計 補正前

　２項　児童福祉費

補正財源内訳

17

区　　分 金　　額

　３款　民生費

節
目 補正予算額

職員手当等補正前低所得の子育て世帯生活 国県支出金 3 2,000

支援特別給付金支給事業 0 120,000
34510 需用費

補正額費

11 役務費120,000 458

計
12 委託料 14,697

120,000

18 負担金補助及び交 102,500

付金
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説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）

備　　　考

322,000  1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費

　　追加

　　　システム開発委託料　　　　　　　　 　　 　　7,018

　　　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金　300,000
　　　給付金申請データ入力業務等委託料　 　　　　12,043

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　考

（単位：千円）

120,000  1 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費

　　追加

　　　システム開発委託料　　　　　　　　　　 10,700

　　　低所得の子育て世帯生活支援特別給付金　102,500
　　　給付金申請データ入力業務等委託料　　　  3,997

　　　（ひとり親世帯分）　53,000
　　　（その他世帯分）　　49,500

　　３款　民生費
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　３款　民生費 　２項　児童福祉費

目 補正予算額
節

区　　分 金　　額
補正財源内訳

9,420,281

120,000

補正額

9,300,281 120,000

国県支出金

計

計 補正前
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説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）

備　　　考

　　３款　民生費
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給与費明細書

１　一般職

（１）会計年度任用職員以外の職員

　　①　総　括

（単位　千円）

（単位　千円）

　　②　給料及び職員手当の増減額の明細
（単位　千円）

　

時間外手当増

区分
職員数 給　　　　　与　　　　　費

共済費
その他の

合　計
左のうち

差引人件費
（人） 給　料 職員手当 計 人件費 事業費支弁

20,642 5,850,229 24,780 5,825,449

補正前 739 2,818,806 2,094,759 4,913,565 913,308

補正後 739 2,818,806 2,097,473 4,916,279 913,308

20,642 5,847,515 24,780 5,822,735

比較 2,714 2,714 2,714 2,714

職
員
手
当
の
内
訳

区分 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 時間外手当 期末手当

補正後 79,674 88,932 66,690 82,419 201,531 607,266

607,266

比較 2,714

補正前 79,674 88,932 66,690 82,419 198,817

補正後 499,673 38,816 16,963 355,363 60,146

区分 勤勉手当 住居手当 特勤手当 退職手当 その他

備考

給　　料

給与改定に伴う
増減分

比較

補正前 499,673 38,816 16,963 355,363 60,146

昇給に伴う
増加分

その他の増減分

区分 増減額 増減事由別内訳 説明

2,714

職員手当 2,714

制度改正に伴う
増減分

その他の増減分 2,714
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報告第１号 

 

   令和３年度掛川市一般会計繰越明許費の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により、令和３年度掛川市一般会

計予算の一部を別紙のとおり繰り越したので、同法施行令第146条第２項の規定により報告す

る。 

 

  令和４年６月８日提出 

 

                           掛川市長 久 保 田  崇 
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令和３年度掛川市一般会計繰越明許費繰越計算書 

 

（単位 千円） 

 

 

款 

 

 

 

 

項 

 

 

 

 

事 業 名 

 

 

 

 

金 額 

 

 

 

翌年度 

 

繰越額 

 

左 の 財 源 内 訳 

 
既 収 入 

 
特定財源 

 

 
未 収 入 

 
特定財源 

 

 
 

一般財源 
 
 

2 

総務費 

 

1 

総務管理費 

 

 

企画調整事業 

 

1,045 

 

        

1,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,045 

 

2 

総務費 

 

1 

総務管理費 

 

掛川城周辺施設

管理事業 

 

11,000 

 

        

11,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,000 

 

2 

総務費 

 

3 

戸籍住民基

本台帳費 

 

住民基本台帳事

務事業 

 

6,930 

 

        

6,930 

        

 

 

 

(国庫支出金) 

6,930 

 

 

 

3 

民生費 

 

1 

社会福祉費 

 

 

住民税非課税世

帯等に対する臨

時特別給付金給

付事業 

 

1,224,621 

 

        

634,542 

 

 

 

 

(国庫支出金) 

634,542 

 

 

 

 

3 

民生費 

 

2 

児童福祉費 

 

 

子育て世帯への

臨時特別給付金

給付事業 

 

12,063 

 

        

12,063 

 

 

 

 

(国庫支出金) 

12,063 

 

 

 

 

4 

衛生費 

 

3 

清掃費 

 

 

塵芥処理施設維

持管理事業 

 

98,520 

 

        

98,520 

 

 

 

 

(市債) 

98,500 

 

 

20 

 

6 

農林水産

業費 

1 

農業費 

 

 

道の駅管理事業 

 

 

847 

 

        

847 

 

 

 

 

  

847 

 

6 

農林水産

業費 

2 

農地費 

 

 

(市施行)農業用

溜池整備事業 

 

89,000 

 

        

82,256 

 

 

 

 

(県支出金 ) 

79,000 

 

  

3,256 

 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

道路橋梁維持事

業 

 

48,800 

 

        

5,359 

 

 

 

 

  

5,359 

 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

郡道坂線改良事

業 

 

 

20,120 

 

        

20,120 

 

 

 

 

(国庫支出金) 

9,060 

(市債) 

10,500 

 

560 

 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

掛川駅梅橋線改

良事業 

 

63,300 

 

        

50,600 

 

 

 

 

(国庫支出金)

24,910 

(市債) 

24,400 

 

1,290 
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（単位 千円） 

 

 

款 

 

 

 

 

項 

 

 

 

 

事 業 名 

 

 

 

 

金 額 

 

 

 

翌年度 

 

繰越額 

 

左 の 財 源 内 訳 

 
既 収 入 

 
特定財源 

 

 
未 収 入 

 
特定財源 

 

 
 

一般財源 
 
 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

     

事業関連道路改

良事業 

 

98,100 

 

 

96,800 

 

 

 

 

(市債) 

91,900 

 

4,900 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

一般生活道路改

良事業 

 

31,300 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 

 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

居尻黒俣線改良

事業 

 

15,460 

 

 

15,460 

 

 

 

 

(国庫支出金) 

7,480 

(市債) 

7,900 

 

80 

 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

歩道改良事業 

 

 

97,250 

 

 

93,900 

 

 

 

 

(国庫支出金) 

48,100 

(市債) 

37,600 

 

8,200 

 

8 

土木費 

 

2 

道路橋梁費 

 

 

橋梁耐震補強事

業 

 

134,430 

 

 

134,430 

 

 

 

 

(国庫支出金) 

71,610 

(市債) 

52,700 

 

10,120 

 

8 

土木費 

 

3 

河川費 

 

 

市単河川整備事

業 

 

61,390 

 

 

31,990 

 

 

 

 

(市債) 

12,300 

 

19,690 

 

8 

土木費 

 

3 

河川費 

 

 

海岸防災林整備

推進事業 

 

200,000 

 

 

164,120 

 

 

 

 

(市債) 

164,100 

 

 

20 

 

8 

土木費 

 

4 

都市計画費 

 

下垂木地区まち

づくり事業 

 

44,650 

 

14,808 

 (国庫支出金) 

6,344 

(市債) 

7,600 

 

864 

9 

消防費 

 

1 

消防費 

 

防災対策事業推

進事業 

 

9,251 

 

9,251 

 (県支出金 ) 

1,541 

(繰入金) 

7,710 

 

 

11 

災害復旧

費 

 

1 

農林水産施

設災害復旧

費 

 

(公共)林業施設

災害復旧事業 

 

26,252 

 

 

21,439 

 

 

 

 

(県支出金 ) 

10,719 

(市債) 

9,600 

 

1,120 

 

 

 

合   計 

 

 

2,294,329 

 

1,530,480 

 

 

 

1,437,109 

 

93,371 
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報告第２号 

 

   令和３年度掛川市一般会計事故繰越しの報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第３項ただし書きの規定により、令和３年度掛川市

一般会計予算の一部を別紙のとおり繰り越したので、同法施行令第150条第３項の規定により報告

する。 

 

  令和４年６月８日提出 

 

                            掛川市長 久 保 田  崇
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令 和 ３ 年 度 掛 川 市 一 般 会 計 事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書 

 

（単位 千円） 

 

款 

 

 

項 

 

 

事業名 

 

 

支出負担

行 為 額 

 

左の内訳 支出負

担行為

予定額 

翌年度

繰越額 

左の財源内訳 

支 出 

済 額 

支 出 

未済額 

既収入 

特 定 

財 源 

未収入 

特 定 

財 源 

一 般 

財 源 

2 

総務費 

 

1 

総務管

理費 

 

移住促進

事業 

        

10,000 

 

       

 

       

       

10,000 

 

 

 

       

       

10,000 

 

 

 

 

(繰入金) 

10,000 

 

      

 

 

 

合   計 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 説 明 
 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う部品不足により、消防設備の納品に不測の日数を要したため、

年度内の事業完了が見込めなくなったことによる。 
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報告第３号 

 

令和３年度掛川市水道事業会計建設改良費繰越しの報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第１項の規定により、令和３年度掛川市水道事

業会計予算の一部を別紙のとおり繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 
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令 和 ３ 年 度 掛 川 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書 

（単位 千円） 

款 項 事業名 
予 算

計上額 

支 払

義 務

発 生

額 

翌年度

繰越額 

左 の 財 源 内 訳 

不用額 

翌年度繰

越額に係

る繰越を

要するた

な卸資産

の購入限 

度額 

説 明 

 

建設改良

積 立 金 

 

損益勘定

留保資金 

１ 

資
本
的
支
出 

１ 

建
設
改
良
費 

 

一般配

水管改

良事業

（駅南

地区配

水管布

設替設

計業務

委託） 

 

18,500 

 

0 

 

18,500 

 

0 

 

18,500 

 

0 

 

0 

 

設計業務委託にお

いて、道路管理者

及び河川管理者と

の協議及び設計内

容の検討に不測の

日数を要し、年度

内完了困難となっ

たことによる。 

合  計 18,500 0 18,500 0 18,500 0 0 
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報告第４号 

 

令和３年度掛川市公共下水道事業会計建設改良費繰越しの報告について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第１項の規定により、令和３年度掛川市公共下

水道事業会計予算の一部を別紙のとおり繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

令和４年６月８日提出 

 

掛川市長 久 保 田  崇 
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令 和 ３ 年 度 掛 川 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書 

（単位 千円） 

 
 
 
 
款 
 
 
 
 

 
 
 
 
項 
 
 
 
 

 
 
 
 

事業名 
 
 
 
 

 
 
 
 

予 算 
計上額 

 
 
 
 

 
 
 
 

支 払 
義 務 
発 生 
額   

 
 

 
 
 
 

翌年度 
繰越額 

 
 
 
 

左の財源内訳  
 
 
 

不用額 
 
 
 
 

 
翌年度
繰越額
に係る
繰越し
を要す
るたな
卸資産
の購入
限度額 

 

 
 
 
 

説  明 
 
 
 
 
 

 
 

国 庫 
補助金 

 
 
 
 

 
 

企業債 
 
 
 
 
 

 
 

損益勘定 
留保資金 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
１ 
 
資
本
的
支
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
１ 
 
建
設
改
良
費 

 
 
 
 
 

管路建
設事業 

 
 
 
 
 
 

53,386 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

53,386 

 
 
 
 
 
 

21,317 

 
 
 
 
 
 

29,300 

 
 
 
 
 
 

2,769 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 

 
工事施工箇所に
隣接する関連工
事 と の 工 程 調
整、工事に支障
となる地下埋設
物の移転等にか
かる協議により
不測の日数を要
し、年度内完了
が困難となった
ことによる。 
 

 
 
 

ポンプ
場建設
改良事
業   

 
 
 
 

464,120 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

464,120 

 
 
 
 

230,000 

 
 
 
 

210,900 

 
 
 
 

23,220 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
工事用資材の運
搬路を確保する
ため地元関係者
との調整に不測
の日数を要し、
年度内完了が困
難となったこと
による。 
 
 
 

 
 
 
 

処理場
建設改
良事業 

 
 
 
 
 

63,000 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

63,000 

 
 
 
 
 

34,650 

 
 
 
 
 

25,200 

 
 
 
 
 

3,150 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

 
新型コロナウイ
ルス感染拡大に
より物流が制限
され必要な部品
の供給が滞り、
監視制御設備製
作に不測の日数
を要したことに
より、年度内完
了が困難となっ
たことによる。 
 
 
 

 
合   計 

 

 
580,506 

 

 
    0 

 

 
580,506 

 

 
285,967 

 

 
265,400 

 

 
29,139 

 

 
0 
 

 
     0 

 

 

 

 




